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   高松市図書館運営要領 

 

第１章  総則 

（趣旨） 

第１条  この要領は、高松市図書館条例施行規則（平成４年高松市教育委員会

規則第４号。以下「規則」という 。） の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

 （入館及び退館） 

第２条  高松市中央図書館（以下「中央図書館」という。）、高松市夢みらい図

書館、高松市牟礼図書館、高松市香川図書館、高松市国分寺図書館（以下

「地域館」という。）、瓦町サテライト及び中央図書館の各分室（以下「分室」

という 。） への入館及び退館は、自由に行うことができる。 

２  前項の規定にかかわらず、中央図書館への入館者は、貴重品及び筆記用具

等を除き、手荷物をロッカーに収納しなければならないこととし、館内に持

ち込むことができないものとする。この場合において、当該入館者は、館内

では、設置している手提げのかごを使用するものとする。 

３  中央図書館は、ＡＶ・参考・郷土・行政資料コーナーへの入場口にブック

ディテクションを設け、資料（図書、記録、視聴覚資料その他の資料をいう。

以下同じ 。） の管理を行うものとする。 

 

第２章  館内利用 

 （館内閲覧等） 

第３条  館内における資料は、館内閲覧ができるものとする。 

２  中央図書館内における視聴覚資料の館内視聴は、館内視聴の申出により、

職員の指定したブースで視聴するものとする。ただし、ＤＶＤを館内で視聴

することはできない。地域館における視聴覚資料の館内視聴は、視聴のため

の機器を有する場合に限り、申出により、職員の指定した場所で視聴できる

ものとする。 

３  マイクロフィルムを利用しようとする者は、マイクロフィルム閲覧・複写

申込書（様式第１号）に所要事項を記載の上、中央図書館長に申し出なけれ

ばならない。 

４  インターネット利用者用端末の利用は、「高松市図書館インターネット利
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用者用端末利用のガイドライン」に基づき利用の手続きを行い、職員の指示

のもとに利用するものとする。 

５  資料を写真機、カメラ等により撮影し、又は携帯用複写機により複写しよ

うとする者は、資料写真撮影・複写承認申込書（様式第２号）を提出し、館

長の承認を受けなければならない。 

 （閲覧点数） 

第４条  館内において同時に利用できる資料の点数については、特に制限しな

い。ただし、中央図書館長及び地域館の館長（以下「館長」という 。） が必

要があると認めるときは、制限することができる。 

（入館の拒否等） 

第５条  館長は、規則第６条に規定する入館者の遵守事項が守れない者のほか、

次に掲げる者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。 

( １ )  図書館の資料、施設又は設備を損傷した者 

( ２ )  その他図書館の管理運営上支障があると認められる者 

 

第３章  館外利用（個人） 

 （貸出しを受けることができる者） 

第６条  資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

( １ )  市内に住所を有する者 

( ２ )  市内に通勤し、又は通学する者 

( ３ )  本市と瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締結  

した直島町に住所を有する者 

( ４ )  香川県内の公共図書館の利用者カードを有する者（以下「広域利用

者」という。香川県内公共図書館相互の館外個人貸出に関する協定によ

る 。）  

２  前項に該当しない者であっても、館長が適当と認めるときは、資料の貸出

しを受けることができる ｡  

 （利用者カード及び登録） 

第７条  個人貸出は、利用者カード（様式第３号。以下 ｢ カード ｣ という 。）

を用いて行うものとする。 

２  カードは、利用申込書（様式第４号。以下この章において ｢ 申込書 ｣ とい

う 。） に所要事項を記載の上、館長に提出し、登録を受けた者に交付する。 
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（氏名等の確認） 

第８条  申込書を提出するときは、氏名及び現住所等が確認できるものを提示

しなければならない。ただし、幼児及び小・中学生にあっては、所要事項の

記載内容の確認によることができる。 

( １ )  運転免許証、健康保険証等、記載内容の確認できるもの 

( ２ )  市内に通勤し、又は通学する者にあっては、社員証、又は学生証等

その事実を確認することができるもの 

( ３ )  第６条第１項第４号に該当する者は、香川県内の公共図書館から発

行された利用者カード 

（カードの返納等） 

第９条  カードの交付を受けた者は、第６条の規定に該当しなくなったときは、

速やかに館長に返納しなければならない。 

２  カードの交付を受けた者は、申込書に記載した事項に変更が生じたときは、

速やかに変更事項を館長に届け出なければならない。 

３  カードの交付を受けた者は、カードを著しく汚損したときは、第７条２項

に規定する手続きにより、再交付を受けることができる。 

４  カードの交付を受けた者は、カードを紛失したときは、第７条２項に規定

する手続きにより、再交付を受けることができる。ただし紛失の申出後１月

は仮カードによる利用とする。 

５  前項に規定するカードを紛失した者が届け出を行った後の損害については、

その責任を負わないものとする。 

（カードの有効期限） 

第１０条  カードの有効期限は、中央図書館長が別に定める。 

（譲渡又は貸与の禁止） 

第１１条  カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

 （貸出数及び貸出期間） 

第１２条  資料の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。 

区分 貸出数 貸出期間 

一般図書・児童図書等 １５冊まで １５日以内 

視聴覚資料 ５点まで １５日以内 

（資料の予約） 

第１３条  利用者は、利用しようとする資料の予約を申し出ることができる。
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資料の予約については、中央図書館長が別に定めるものとする。 

（資料の返却） 

第１４条  館外で資料を利用する者は、第１２条に規定する貸出期間の末日ま

でに資料を返却しなければならない。 

 （転貸の禁止） 

第１５条  貸出しを受けた資料は、これを他人に転貸してはならない。 

 （返却の遅延に対する措置） 

第１６条  貸出期間内に貸出を受けた資料を返却しなかった利用者に対しては、

返却の督促及び催告を行うものとする。 

（資料利用の制限） 

第１７条  館長は次に掲げる者に対しては、資料の貸出しを行わないことがで

きる。 

( １ )  事実を偽ってカードの交付を受けた者 

( ２ )  カードを改ざんし、若しくは他人に譲渡し、若しくは貸与した者又

はカードの譲渡を受け、若しくは貸与を受けた者 

( ３ )  資料を亡失し、又は著しく損傷した者 

( ４ )  前条の規定により通知した催告で定める期限を経過してもなお貸出

しを受けた資料を返却しない者 

 （再貸出） 

第１８条  再貸出は、貸出期間内で資料への予約がない場合に限り、１回だけ

行う。 

（貸出しをしない資料） 

第１９条  規則第１０条に定めるもののほか、次の資料は、貸出しをしない。 

( １ )  行政資料 

( ２ )  視聴覚資料の一部（著作権法上貸出しできないもの） 

（電子資料の利用） 

第２０条  第６条の規定により利用者カードの交付を受けた者（第８条第１号

及び第２号の定めるところによる 。） は、高松市図書館資料収集方針等に基

づき収集した電子資料を提供するサービス（以下「電子図書館」という 。）

により、電子資料の貸出を受けることができる。 

２  電子図書館の利用方法のほか、貸出数等利用に必要な事項は、別に定める

ものとする。 
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（特別貸出） 

第２１条  公務、学術研究その他特別の理由により資料を必要とする場合であ

って、館長が適当と認めるときは、第１９条に規定する資料であっても、特

別貸出を受けることができる。 

２  特別貸出を受けようとする者は、図書館資料特別貸出申込書（様式第５号）

を館長に提出するものとする。 

３  特別貸出の期間は、館長が必要があると認める期間とする。ただし、６０

日を超えることはできない。 

（損害の弁償） 

第２２条  故意又は過失により、図書館の施設若しくは設備を破損し、又は図

書館資料を紛失し、破損し、又は汚損した者は、規則第２３条に定めるとこ

ろにより高松市図書館資料・施設・設備等損傷・滅失届（規則様式第９号）

を提出し、館長の指示に従い、これを修理し、又は現品若しくは相当の代価

をもってその損害を弁償しなければならない。 

２  図書館資料について現品で弁償できないときは、館長の指示する資料又は

金額をもってこれに充てることができる。 

 

第４章  館外利用（団体） 

（団体登録条件） 

第２３条  図書の貸出しを受けることができる団体は、次に掲げるものとする。 

( １ )  市内の事業所、機関、学校、地域文庫又は団体等（以下 ｢ 団体 ｣ と

いう 。） で、中央図書館長が適当と認めるもの 

( ２ )  責任者が明確であるもの 

( ３ )  図書の保管場所があるもの 

( ４ )  会員等が２０人以上であるもの 

（団体登録手続） 

第２４条  図書の貸出しを受けようとする団体の代表者は、利用申込書（団体）

（様式第６号）に各館の館長が必要と認める書類を添えて各館の館長に提出

しなければならない。 

２  前項の申込書の提出があったときは、記載内容を確認の上、カードを交付

する。 

 （貸出数及び貸出期間） 
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第２５条  団体への貸出しは、上限を１５０冊とし、団体の活動状況、図書の

管理状況、構成員数などを考慮して各団体の貸出上限数を館長が決定する。 

２  団体への貸出期間は、３０日以内とする。ただし、中央図書館長が特に必

要があると認めるときは、期間を延長し、又は別に指定することができる。 

（貸出しをしない資料） 

第２６条  団体へは、規則第１０条に定めるもののほか、次の資料は、貸出し

をしない。 

( １ )  行政資料 

( ２ )  視聴覚資料 

( ３ )  電子資料 

（利用者責任） 

第２７条  団体が、館外で利用する資料については、その団体の代表者が責を

負うものとする。 

（準用規定） 

第２８条  第９条から第１１条まで、第１３条から第１５条まで、第１７条及

び第１８条の規定は、団体館外利用について準用する。 

 

第５章  移動図書館 

（趣旨） 

第２９条  中央図書館は、中央図書館及び地域館から遠隔地にある個人利用者

及び読書団体等の利用に供するため、移動図書館を設置する。 

（利用の条件） 

第３０条  移動図書館を利用しようとする読書団体は、次の要件を満たすもの

でなければならない。ただし、中央図書館長が認めるときは、この限りでな

い。 

( １ )  読書団体の構成員数が、５世帯２０人以上であること。また、職域

にあっては、２０人以上であること。 

( ２ )  移動図書館車が３０分以上駐車でき、資料の貸出しが可能で安全な

駐車場所が確保されていること。 

( ３ )  利用しようとする読書団体の付近に、読書施設又は移動図書館車の

駐車場所が未設置であること。 

（読書団体の代表者） 
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第３１条  読書団体は、代表者を定め、移動図書館利用申込書（様式第７号）

を中央図書館長に提出しなければならない。 

２  代表者はおおむね次のことを行う。 

( １ )  移動図書館の巡回日程その他図書館からの連絡事項を会員へ周知す

ること。 

( ２ )  団体貸出の場合における貸出図書の受渡し回収及び返却をすること。 

( ３ )  代表者の変更、団体の解散などの図書館への連絡をすること。 

（貸出しの方法） 

第３２条  移動図書館の資料の貸出しは、個人貸出又は団体貸出のいずれかの

方法による。 

（貸出数及び貸出期間） 

第３３条  図書の貸出冊数は、個人貸出の場合は１５冊までとし、団体貸出の

場合は第２５条の規定を準用する。 

２  資料の貸出期間は、移動図書館車の巡回日から次の巡回日までとする。 

３  中央図書館長が必要があると認めるときは、貸出数又は貸出期間を変更す

ることができる。 

（利用の制限） 

第３４条  移動図書館を既に利用している場合であっても、次の各号の一に該

当するときは、中央図書館長は、当該駐車場所への巡回の中止、読書団体又

は駐車場所の併合その他適当な措置を講ずることができる。 

( １ )  駐車場所における利用人数が極端に減少し、移動図書館の運営上不

適当であると認められるとき。 

( ２ )  駐車場所が、同一地区内に密集したとき。 

( ３ )  駐車場所の付近に地域館、分室等が設置され、移動図書館車の巡回

の必要性がなくなったとき。 

( ４ )  交通事情の変動等により、移動図書館車の巡回又は駐車が危険又は

困難になったとき。 

 （変更等の届出） 

第３５条  申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は読書団体が解散したと

きは、読書団体代表者変更（解散）届（様式第８号）を速やかに届け出なけ

ればならない。 

（読書活動に対する援助） 
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第３６条  読書団体のほか、移動図書館の利用者が、読書会、研究会その他の

読書活動を行う場合において、当該読書団体の代表者等から要望のあったと

きは、中央図書館長は、必要に応じて援助することができる。 

（準用規定） 

第３７条  第６条から第１１条まで、第１３条から第１９条まで、第２０条か

ら第２６条までの規定は、移動図書館について準用する。 

 

第６章  障がい者等に対する貸出サービス等 

（サービスを受けることができる者） 

第３８条  資料の郵送貸出サービスを利用することができる者は、第６条 

第１号及び第２号に定める者のうち、次に掲げる者とする。 

（１）高松市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者のうち、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）の規定による身体障害者手帳

（両下肢及び体幹障害については１級又は２級、心臓、腎臓及び呼吸器障

害については１級又は３級）の交付を受けた者及び戦傷病者特別援護法

（昭和３８年法律第１６８号）の規定による戦傷病者手帳（両下肢及び体

幹障害については特別項症から第２項症まで、内臓機能の障害については

特別項症から第３項症まで）の交付を受けた者（以下「障がい者」とい

う 。）  

 （２）高齢者や遠隔地に住んでいるなどの理由で図書館を利用することが困

難な者（以下「高齢者等」という 。）  

 （郵送貸出サービス） 

第３９条  第７条の規定により利用者カードの交付を受けた者のうち、前条に

該当する者は、高松市図書館郵送貸出サービスを利用することができる。 

２  郵送貸出サービスの利用方法のほか、貸出数等利用に必要な事項は、別に

定める。 

 （貸出期間） 

第４０条  第６条の規定により利用者カードの交付を受けた者のうち、第３８

条第１項に該当する者は、第１２条に規定する貸出期間について３０日以内

とする。 

 

第７章  視覚障がい者サービス 
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（サービスを受けることができる者） 

第４１条  視覚障がい者サービスを受けることができる者は、第６条第１号及

び第２号に定める者のうち、身体障害者福祉法の規定による身体障がい者手

帳（視覚障害１級又は２級）の交付を受けた者で、第７条に規定するカード

の交付を受けた者とする。 

（登録手続等） 

第４２条  視覚障がい者サ―ビスを利用しようとする者は、図書館に登録しな

ければならない。 

２  視覚障がい者サービスを利用しようとする者は、身体障害者手帳により、

図書館職員に確認を受ける。 

（資料の利用方法） 

第４３条  利用者は、館内利用及び館外貸出（個人）のほか、次の各号に掲げ

る方法により資料を利用することができる。 

（１）対面朗読を受けること。（中央図書館・高松市夢みらい図書館・高松

市香川図書館） 

（２）録音テープ等の郵送貸出を受けること。（中央図書館） 

（対面朗読） 

第４４条  対面朗読ボランティアとして活動する者は、朗読者名簿に登録する。 

２  利用者が対面朗読を希望した場合には、館長は、朗読を朗読者に依頼する

ものとする。 

（対面朗読の利用手続） 

第４５条  利用者は、対面朗読の利用を希望する場合には、希望する日時をあ

らかじめ図書館に申し込み、予約の確認を受けなければならない。 

 （録音テープ等の貸出し） 

第４６条  利用者は、録音テープ等の郵送貸出を受ける場合には、中央図書館

に口頭又は電話等で申し出るものとする。 

２  録音テープ等の貸出数は４タイトル相当分までとし、貸出期間は３０日以

内とする。ただし、郵送の期間は含まない。 

３  貸出し及び返却に要する郵送費用は、日本郵便の盲人用サービスの適用を

受けることにより無料とする。 

４  利用者は、録音テープ等を返却する場合には、郵送し、又は図書館に持参

するものとする。 
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 （録音テープの作成） 

第４７条  中央図書館長は、利用者が貸出しを申し出た録音テープがない場合

で、著作権の許諾を受けられたときは、資料をテープに録音して貸出しする。 

（貸出しの停止） 

第４８条  中央図書館長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、貸出し

を停止することができる。 

（１）貸出資料に損傷を与えるおそれのあるとき。 

（２）その他中央図書館長の指示に従わないとき。 

 （準用規定） 

第４９条  第８条から第１１条まで、第１４条、第１５条、第１９条及び第 

２０条の規定は、視覚障がい者サービスについて準用する。 

 

第８章  視覚障がい者等用資料 

 （視覚障がい者等用資料の利用手続き等） 

第５０条  視覚障がい者等用資料の利用（サピエ図書館サービス及び国立国会

図書館サービス）に関し、必要な事項について、高松市図書館視覚障がい者

等用資料利用要綱及び高松市図書館におけるサピエ図書館サービス並びに国

立国会図書館サービス利用要領に定める。 

 

第９章  参考調査 

 （参考調査） 

第５１条  資料の効果的活用を図るため、利用者の求めにより調査研究等の相

談に応じ、参考調査活動を行う。参考調査活動内容については、中央図書館

長が別に定める高松市図書館参考調査事務取扱要領に基づくものとする。 

 （相談の方法） 

第５２条  前条に規定する相談は、直接来館して行うほか、電話、文書、   

ＦＡＸ、電子メール等によって行うことができる。 

（回答の原則） 

第５３条  相談に対する回答は、資料の提示を原則とし、職員の個人的見解で

答えてはならない。 

 （記録） 

第５３条の２  回答事務の改善に役立てるために、回答事務の記録を作成し、
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整備・保管する。 

 （公開） 

第５３条の３  回答事務の記録を回答事例として公開することができる。 

 

第１０章  資料の複写等 

（複写の申込手続） 

第５４条  資料の複写を申し込もうとする者（以下「申込者」という 。） は、

図書館資料複写申込書（様式第９号）に所要事項を記載の上、館長に申し出

なければならない。ただし、マイクロフィルムの複写を申し込もうとする者

にあっては、第３条第３項のマイクロフィルム閲覧・複写申込書（様式第１

号）を中央図書館長に提出することにより、当該複写申込書による申出に代

えることができる。 

（複写を行う時間） 

第５５条  資料の複写は、図書館の開館時間内に限って行うものとする。 

（複写料金等） 

第５６条  申込者は、資料の複写の際、高松市情報公開条例施行規則（平成 

１３年高松市規則第３号）別表に規定する金額に準じた額の複写料を納入し

なければならない。 

２  特殊な事情により、複写による複製物の郵送を希望するときは、当該郵送

に要する経費を申込者において負担するものとする。 

（複写料の免除） 

第５６条の２  前条の規定にかかわらず、資料の複写依頼が官公署における公

務上の必要に基づくものであるときは、館長がこれを確認し認めた場合に限

り複写料を免除することができる。 

（複写の制限） 

第５７条  資料の複写は、申込者の調査、研究の用に供するため、公表された

著作物の一部を提供する場合又は他の図書館等の求めに応じて一般に入手困

難な資料の複写物を提供する場合に限って認めるものとし、著作権法（昭和

４５年法律第４８号）第３１条に基づき行うものとするほか、次の各号の一

に該当するときは、複写の申込みに応じないものとする。 

( １ )  図書館に所蔵する資料以外の資料であるとき。 

( ２ )  複写することによって資料を損傷するおそれがあると認められると
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き。 

( ３ )  複写することが客観的にみて困難と認められるとき。 

( ４ )  館内で図書館に設置する複写機以外の機器を必要とする複写である

とき。 

( ５ )  その他複写をすることが不適当と認められるとき。 

 

第１１章  寄贈 

（寄贈申出資料の受付等） 

第５８条  図書館は、資料の寄贈申込があったときは、その資料が「高松市図

書館資料収集方針」及び「高松市図書館資料選択基準」（以下「収集方針 」）

に適合し、原則として図書館に所蔵していない場合に限り、受け付けること

ができる。ただし、郷土に関する資料等図書館が必要とする資料については、

この限りではない。このほか、寄贈資料の取扱いに関し、必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 

 

第１２章  集会室等の利用 

（趣旨） 

第５９条  集会室、会議室、和室（以下「集会室等」という 。） は、高松市又

は高松市教育委員会が主催する行事を行うほか、図書館活動及び読書運動推

進のため、市民等の利用に供する。 

（利用の申込み及び承認） 

第６０条  集会室等を利用しようとする者は、高松市図書館集会室等利用申込

書（様式第１０号）を館長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２  高松市又は高松市教育委員会の主催・共催・後援行事及び図書館ボランテ

ィアによる図書館活動のための利用を除き、館長は、前項の申請書を審査し、

支障がないと認めるときは、高松市図書館集会室等利用承認書（様式第１１

号）により申込者に通知しなければならない。 

３  館長は、利用の承認に当たって、必要な条件を付することができる。 

（利用の不承認） 

第６１条  館長は、次の各号の一に該当するときは、集会室等の利用を承認し

てはならない。 

( １ )  施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めら



 - 13 - 

れるとき。 

( ２ )  風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。 

( ３ )  営利を目的とするとき。 

( ４ )  その他管理上支障があると認められるとき。 

（利用の制限） 

第６２条  館長は、次の各号の一に該当するときは、利用条件を変更し、利用

を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。 

( １ )  利用目的が、承認時と異なったとき。 

( ２ )  災害その他の事故により図書館の利用ができなくなったとき。 

( ３ )  館長が図書館の管理運営上特に必要があると認めるとき。 

 

第１３章  展示コーナーの使用 

（使用できる者） 

第６３条  展示コーナーを使用できる者は、市内に居住し、又は通勤し、若し

くは通学している者及び市内に所在する団体等とする。 

（申込方法） 

第６４条  展示コーナーを使用しようとする者は、使用する３月前から高松市

図書館展示コーナー使用申込書（様式第１２号）を館長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

２  館長は、前項の申込書を審査し、支障がないと認めるときは、高松市図書

館展示コーナー使用承認書（様式第１３号）により申込者に通知しなければ

ならない。 

３  使用の取りやめ、変更等は、３日前までに連絡しなければならない。 

４  施設等を破損するおそれがあると認められるときは、館長は、使用承認を

取り消すことができる。 

（使用料） 

第６５条  展示コーナーの使用料は、無料とする。ただし、展示にかかわる費

用は、使用者の負担とする。 

（使用期間） 

第６６条  展示コーナーの使用期間は、１団体につき１回３０日以内とする。 

（免責） 

第６７条  展示物の管理は、使用者が行い、盗難、破損等については、図書館
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はその責めを負わない。 

 

第１４章  分室 

（分室の運営等） 

第６８条  分室の運営等については、図書館分室事務の手引きに基づくものと

する。 

（開館時間及び休館日） 

第６９条  分室の開館時間及び休館日は、設置する施設の実情に合わせるもの

とする。   

（準用規定） 

第７０条  第６条、第８条、第１０条から第１２条（視聴覚資料を除く 。） ま

で、第１４条、第１５条及び第１９条の規定は、分室について準用する。た

だし、利用申込書等の様式については、図書館分室事務の手引きに定める各

様式を使用する。 

 

第１５章  雑則 

（委任） 

第７１条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、中央図書館長が定め

る。 

 

 

   附  則 

 この要領は、令和４年３月２４日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係、第５４条関係） 

   年   月   日    

 

（宛先）高松市中央図書館長    

 

 

                      氏名 

 

   マイクロフィルム閲覧・複写申込書 

 

  マイクロフィルムを閲覧したいので、次のとおり申し込みます。 

閲覧したいマイクロ

フィルム名  
 

 

 

マイクロフィルムを複写したいので、次のとおり申し込みます。 

複写したいマイクロ

フィルム名  
 

複写したいマイクロ

フィルムの頁 
        頁 複写枚数         枚 

 注 
１  複写は、著作権法第３１条の規定により、当館所蔵の資料を調査研究
用に、公表された著作物の一部分について一人につき１部に限ります。 

２  マイクロフィルムによっては、複写できないものがあります。 
  ３  複写を終えましたら複写した写しの内容を確認させていただきますの

で、職員に申し出てください。 
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様式第２号（第３条関係） 

                                                             年     月     日    

（宛先）高松市    図書館長 

 

   資料写真撮影・複写承認申込書 

                                          

申請者  住  所          

                        フリガナ         

                        氏  名          

                        電  話          

下記事項を厳守の上、貴館所蔵の資料を撮影・複写したいので、承認くださ

るよう申し込みます。 

                 記                   

１  著作権法（昭和４５年法律第４８号）の範囲内で撮影・複写いたします。 

２  撮影・複写した資料は、この申請書に記載された使用目的以外には、使用

しません。 

３  撮影・複写した資料の使用により生ずる著作権法上の問題等については、

すべての責任を負います。 

４  撮影・複写時に資料の損傷等の事故が生じたときには、その修復の経費等

一切を負担します。 

５  撮影・複写した資料を出版物等に転用するときは、原本が高松市図書館所

蔵のものであることを明示します。 

６  貴館が指定された場所で撮影・複写します。 

使用目的  

     資   料   名       撮影・複写ページ  請  求  記  号 
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● 本をかりるときは、このカードをお持ちください。  

● 住所・氏名・電話番号などが変わったとき、又はこのカードをなくしたときは、お知らせください。  

高松市中央図書館    高松市昭和町一丁目 2番 20号                    087-861-4501  

高松市夢みらい図書館  高松市松島町一丁目 15番 1号たかまつﾐﾗｲｴ 2階    087-833-7727  

高松市牟礼図書館    高松市牟礼町牟礼 130番地 2                     087-845-4113  

高松市香川図書館    高松市香川町川東上 1865番地 13                 087-879-8970  

高松市国分寺図書館   高松市国分寺町新居 1298番地                   087-874-6309  

瓦町サテライト        高松市常磐町一丁目 3番地瓦町 FLAG8階          087-812-7535  

 

様式第３号（第７条関係、第２４条関係、第４１条関係） 

  

利 用 者 カ ー ド  

 

 

 氏名 

 

   高 松 市 図 書 館  
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様式第４号（第７条関係、第４１条関係） 

            利  用  申  込  書 

高松市図書館の資料を利用したいので、次のとおり申し込みます。 

注   

１  太線内のみ記入してください。（ボールペンで記入してください 。）  

２  高松市内に住んでいる人及び高松市内に通勤又は通学している人が申し

込むことができます。 

３  高松市内に住んでいる人は住所を確認できるものを、高松市外の方で市

内に通勤又は通学している人は住所及び通勤又は通学していることを確認

できるものを提示してください。 

 

 

    年   月   日 

  フ リ ガ ナ        区    分 

  名   前    
 １  新規  ２  再発行 

３  修正  ４  更新 

 生  年  月  日  １  大正   ２  昭和   ３  平成   ４  令和 

  住   所    

〒    － 

県     市     町   丁目   番   号 
                     番地 

（方書） 

   帰 省 先    
帰省先申込者が学生の場合のみ  

記入してください。  

〒    － 

県     市     町   丁目   番   号 
                     番地 

（方書） 

勤 務 先 又 は 学校 名  

住所の確認  

□ 免許証     

□ 健康保険証   

□ 学生証     

□ ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ  

□ その他  

  電 話 番 号   
第一連絡先の番号に〇印をつけて

ください。 

１ 自宅  （  ） －  
２ 携帯番号（  ） －  
３ 勤務先 （  ） －  
４ 帰省先 （  ） －  
５ その他 （  ） －  

 保護者氏名・連絡先  
申込者が中学生以下の場合のみ  

記入してください。  

 

受付窓口 

 中央  夢みらい 

 牟礼   香川 

 国分寺 ＢＭ 

 瓦町サテライト  保 護 者 の 勤 務 先  

 受付者  
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様式第５号（第２１条関係） 

   図書館資料特別貸出申込書 

                          年   月   日

   

（宛先）高松市    図書館長 

 

               住  所                

                   （電  話            ） 

                   氏  名                

                   利用者番号              

 

     書        名       資  料  番  号 請 求 記 号  

   

   

   

   

   

   

   

 理  由  

貸出期間 
  年   月   日から 

  年   月   日まで 

担当者   返  却  日 担当者 

    月   日  
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様式第６号（第１３条関係、第２４条関係） 

   利用申込書（団体） 

   （インターネット蔵書予約利用申込書（団体 ））  

  

高松市図書館の資料を利用したいので、次のとおり申し込みます。 

 

 

利用者番号           

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年   月   日 

フ リガ ナ    区    分    

団  体   名  称 
 １ 新規  ２ 再発行  

３ 修正  ４ 更新   

 所  在  地 

〒    － 

県     市     町   丁目   番   号 
                      番地 

（方書） 

 代  表  者 
氏名 

電話 

世 帯 数   

成 人 数   

児 童 数   

 利 用 責 任 者  
氏名 

電話 
受  付  

 中央  夢みらい 
 牟礼  香川  
 国分寺 ＢＭ  
 瓦町サテライト  

インターネット 

 蔵書予約 
  希望する    希望しない 

団  体  

住 所 等  

確  認  

 リーフレット等 

 その他 

(       ) 

 備  考 

 受 付 者   

登  録  未 ・ 仮 ・ 済  



 - 21 - 

様式第７号（第３１条関係） 

 

  年   月   日    

 （宛先）  高松市中央図書館長 

 

                    団体代表者   

                    氏   名 

                    住   所 

                    電話番号   

 

 

移動図書館利用申込書 

 

次のとおり移動図書館を利用したいので申し込みます。 

 

団 体 名   

構 成 員    

 

       移動図書館車の駐車場又は団体所在地の略図          
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様式第８号（第３５条関係） 

 

                         年   月   日    

 

（宛先）高松市中央図書館長 

 

読書団体代表者変更（解散）届 

 

団体名                                      

 

代表者氏名 

住所 

電話番号 

 

 

 （変更前）  ※  変更のない場合は、記入する必要はありません。   

  代表者氏名 

住所 

  電話番号 

 

                                                                                     

＜移動図書館車駐車場の変更を希望する場合は、下記に略図をお書きください。＞ 
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様式第９号（第５４条関係） 

 

                          年   月   日    

 

（宛先）高松市    図書館長 

 

                      氏名 

 

   図書館資料複写申込書 

 

 図書館資料を複写したいので、次のとおり申し込みます。 

複写したい 

資料名 
 

複写したい 

資料の頁 
 

複写枚数         枚  領収書   不要  ・  要 

 注 
１  複写は、著作権法第３１条の規定により、当館所蔵の資料を調査研究
用に、公表された著作物の一部分について一人につき１部に限ります。 

２  資料によっては、複写できないものがあります。 
  ３  複写を終えましたら複写した写しの内容を確認させていただきますの

で、職員に申し出てください。 
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様式第１０号（第６０条関係） 

                      年   月   日    

（宛先）高松市   図書館長 

 

   高松市図書館集会室等利用申込書 

                     

申請者  住  所              

                      団体名              

                      代表者              

                      電  話              

 

高松市図書館集会室等を利用したいので、次のとおり申し込みます。 

 

１  利 用 室 名 

中 央 図 書 館 第１集会室・第２集会室・会議室・和室 

香 川 図 書 館 集   会   室   ・   会   議   室 

国分寺図書館  研修展示室   ・   学   習   室 

２  利 用 団 体 名  
（利用人数         人） 

３  利 用 日 時  

 

  年   月   日（   ）午前・午後    時から 

 

  年   月   日（   ）午前・午後    時まで 

 

４  利 用 目 的  
 

５  利 用 責 任 者  

氏名 

住所 

電話 

  日  常  の  

６  

活 動 状 況 

 

７  備   考 
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様式第１１号（第６０条関係） 

                      年   月   日    

 

         様 

 

                  高松市     図書館長     

 

高松市図書館集会室等利用承認書 

 

次のとおり高松市図書館集会室等の利用を承認します。 

 

 

                記 

 

１  利 用 室 名 

 

         図書館       室 

 

２  利用団体名 

 

                       （利用人数    人） 

 

３  利用日時     

 

年    月    日（  ）午前・午後   時から 

 

年    月    日（  ）午前・午後   時まで 

         

４  その他     
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様式第１２号（第６４条関係） 

                          年   月   日    

 

（宛先）高松市   図書館長 

 

 

高松市図書館展示コーナー使用申込書 

                     

申請者  住  所                     

                  団体名                     

                  代表者                     

                  電  話                     

 

高松市図書館展示コーナーを使用したいので，次のとおり申し込みます。 

１  展 示 会 名 称 
 

２  展 示 希 望 期 間 
年   月   日（  ）から 

年   月   日（  ）まで 

３  主 な 展 示 物 
 

展示数  約    点 

４  展 示 会 の 目 的 
 

 

５  使 用 責 任 者 
 

 

６  搬 入 搬 出 日 時 

搬入      年   月   日（  ） 

        から       まで 

搬出      年   月   日（  ） 

        から       まで 

 日  常  の 
７ 
  活 動 状 況 

 

８  備     考 
・パネル板    枚 

・長机      台 
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様式第１３号（第６４条関係） 

 

                        年   月   日    

 

 

       様 

 

 

                      高松市   図書館     

                      館長 

 

 

高松市図書館展示コーナー使用承認書 

 

次のとおり高松市図書館展示コーナーの使用を承認します。 

 

１  展示会名称    

 

 

 

２  使用期間     

  年   月   日  ～    年   月   日 

                   

３  その他     

搬入日時       年   月   日   

  搬出日時       年   月   日   

 

       

留意事項   展示物の管理は使用者が行うものとし、盗難・破損等が

発生した場合、図書館はその責任を負わない。 

 


